
　 福 祉 課 で は 、 介 護 保 険 の 要 介 護 （ 要 支 援 ） 認 定 を 受 け て い る 6 5 歳 以 上 の 方 で 、 村 が 定 め

る 認 定 基 準 に 該 当 す る 方 に は 申 請 に よ り 「 障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 書 」 を 交 付 し て い ま す 。 確

定 申 告 時 に こ の 認 定 書 を 添 付 す る と 、 本 人 又 は そ の 扶 養 者 が 税 の 所 得 控 除 を 受 け る こ と が

で き ま す 。 

　 恩 納 村 で は 第 1 0 期 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 の 策 定 に 向 け て 、 令 和 8 年 1 月 に 6 5 歳 以 上 の 方

に 対 し て 、 ア ン ケ ー ト 調  査 を 実  施 し ま す 。 

　 今 回 の ア ン ケ ー ト 調 査 は 約 1, 0 0 0 人 を 対 象 に 実 施 し ま す 。 対 象 に 選 ば れ た 方 に は 役 場 か

ら ア ン ケ ー ト 用 紙 が 届 き ま す 。 

　 ア ン ケ ー ト 用 紙 が 届 い た 方 は ぜ ひ お 答 え く だ さ い ま す よ う 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。 

　 な お 、 本 調 査 に は 一 切 費 用 は か か り ま せ ん 。 無 料 で す 。 

　 ア ン ケ ー ト 調 査 と 偽 っ て の 詐 欺 に お 気 を つ け く だ さ い 。

6 5 歳 以 上 の 方 で 、 認 知 症 及 び 身 体 の 障 害 が 認 定 基 準 に 該 当 し て い る 方 

※ 認 定 基 準 は 令 和 7 年 1 2 月 3 1 日 の 要 介 護 認 定 状 況 と な り ま す 。 

※ 要 介 護 認 定 を 受 け て い な い 場 合 で 、 障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 を 受 け よ う と す る 方 は 別

に 書 類 を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す の で 、 福 祉 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 

受 付 期 間

申 請 方 法

対 象 者

福 祉 課 へ 「 障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 申 請 書 」 を 提 出

必 要 な も の 介 護 保 険 被 保 険 者 証 、 申 請 者 の 身 分 を 証 明 す る も の

令 和 8 年 1 月 中 旬 か ら

お  問  い  合  わ  せ ： 福 祉 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 7

お  問  い  合  わ  せ ： 福 祉 課  高 齢 者 福 祉 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 7

２ 月 １ 日 は 日 曜 日 に

各 種 健 診 が 受 け ら れ る 日 で す 。

お 問 い 合 わ せ ： 健 康 保 険 課  健 康 づ く り 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 1 7

※ 要 予 約 　 電 話 又 は 予 約 フ ォ ー ム か ら ご 予 約 く だ さ い 。

※ 健 診 の ２ 週 間 前 ま で に ご 予 約 を い た だ い た 方 に は 、 問 診 票 ・ 受 診 の ご 案 内 ・ 検 査 キ ッ ト

を  お  送  り し  ま  す  。

8 ： 3 0  ～ 1 1 ： 0 0時 間

基 本 健 診 、 が ん 検 診 （ 胃 が ん 、 大 腸 が ん 、 肺 が ん 、 子 宮 頸 が ん 、 乳 が ん ）検 査 項 目

総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー場 所

受 診 券持 ち 物

予  約 フ ォ ー  ム

今 年 度 最 後 の
健 診 で す ！

恩  納  村  介  護  予  防 ・ 日  常  生  活  圏  域  ニ  ー ズ  調  査  を  実  施  し  ま  す  。

要 介  護  認  定 者 を 対  象 と す る
障 害 者 控 除 対 象 者 認 定 書 の 交 付 に つ い て  
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農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク 等 の 収 集 処 理 （ 今 年 度 最 終 ）

　 使 用 済 み の 農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク （ ビ ニ ー ル ハ ウ ス 、 マ ル チ 、 プ ラ ス チ ッ ク 鉢 な ど ） は

法 律 に よ り 農 業 者 に 対 し 産 業 廃 棄 物 と し て 適 正 な 処 理 を 行 う こ と が 義 務 づ け ら れ て い

ま す 。  

　 恩 納 村 農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク 適 正 処 理 対 策 協 議 会 で は 、 下 記 の 日 程 で 搬 入 受 け 入 れ

を 行 い ま す の で 、 処 理 を 依 頼 し た い 農 業 者 は 時 間 内 の 搬 入 を お 願 い し ま す 。  

※ 塩 ビ パ イ プ な ど 補 助 対 象 外 は 全 額 農 家 負 担 と な り ま す 。

※ 本 募 集 は 、 令 和 ８ 年 度 予 算 成 立 後 に 効 力 が 生 じ る 手 続 き で あ る こ と を あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い 。

　 恩 納 村 で は 、 一 般 社 団 法 人 沖 縄 産 業 開 発 青 年 協 会 第 1 6 8 期 （ 令 和 ８ 年 4 月 入 隊 ） に 入

隊 す る 方 へ 資 格 取 得 の た め に 要 す る 費 用 を 給 付 し ま す 。

日 時 ２ 月 ５ 日 （ 木 ） 、６ 日 （ 金 ）  １ ０ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ ／ １ ３ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０  

（ 1 2 ： 0 0 ～ 1 3 ： 0 0 ま で 昼 休 憩 ） 

対 象 １ ５  歳  か  ら  ３ ９  歳  ま  で  で  、 以  下  の ❶ ～ ❸ す べ て に 該 当 す る 者

❶ 日 本 国 籍 を 有 し 、 恩 納 村 に 住 所 を 有 す る 者 

❷ 学 校 教 育 法 で 定 め る 中 学 校 を 卒 業 し た 者 ま た は 卒 業 見 込 み の 者

❸ 本 事 業 と 同 様 の 他 の 補 助 金 等 を 受 給 し て い な い 者

※ 予 算 に 限 り が あ る た め 、 応 募 者 多 数 の 場 合 は 選 考 に な り ま す 。

恩 納 村 リ サ イ ク ル セ ン タ ー

（ 赤 間 多 目 的 ド ー ム か ら 恩 納 斎 場 向 け 直 進 右 側 に 入 口 あ り ） 

場 所

補 助 額

農 家 負 担 額 ： 2 8 円 / k g （ 恩 納 村 民 、 出 荷 団 体 所 属 の 場 合 ） 

住 所 や 出 荷 団 体 所 属 状 況 に よ っ て 負 担 額 は 異 な り ま す （ 4 8 円 ～ 8 5 円 ） 

※ 搬 入 日 に 処 理 す る 重 量 に 応 じ て 現 金 で お 支 払 い く だ さ い 。 

料 金

お  問  い  合  わ  せ ： 農  林  水  産  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 2

お 問 い 合 わ せ ： 商 工 観 光 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 8 0

資  格  取  得  を  支  援  し  ま  す ！
恩 納 村 若 者 就 業 支 援 プ ロ グ ラ ム 給 付 金  

必 要 書 類 な ど 詳 し く は 村 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い 。

申 込 期 限 ３ 月 ３ １ 日 （ 火 ）

【 全 額 交 付 】

生 活 保 護 世 帯 、 村 民 税 非 課

税 世 帯 に 属 す る 者

【 半 額 交 付 】

上 記 以 外 の 世 帯 に 属 す る 者

1 8 歳 以 上
全 額

半 額

全 額

半 額

全 額

半 額 3 1 7, 5 0 0 円

6 3 5, 0 0 0 円

3 3 2, 5 0 0 円

6 6 5, 0 0 0 円

3 4 7, 5 0 0 円

6 9 5, 0 0 0 円

1 6 歳 以 上 1 8 歳 未 満

1 6 歳 未 満
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